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健
康
保
険
証
の
新
規
発
行
が
終
わ
っ
た
日 

 

２
０
２
４
年
12
月
２
日
、
健
康
保
険
証
の
新
規
発
行
を
終
了

さ
せ
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
健
康
保
険
情
報
を
記
録
さ
せ
た

「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
へ
切
り
替
え
る
日
の
は
ず
だ
っ
た
。
だ
が
、

そ
の
日
は
何
の
こ
と
な
く
静
か
に
終
え
た
。 

河
野
太
郎
デ
ジ
タ
ル
担
当
大
臣
（
当
時
）
は
、
２
０
２
２
年

10
月
の
記
者
会
見
で
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
以
下
、
カ
ー

ド
）
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
に
向
け
（
中
略
）
、
カ
ー
ド
取
得

徹
底
、
カ
ー
ド
手
続
き
・
様
式
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
で
、
24

年
度
秋
に
現
在
の
健
康
保
険
証
の
廃
止
を
目
指
す
」
と
明
言
、
マ

イ
ナ
保
険
証
と
健
康
保
険
証
併
用
方
式
か
ら
保
険
証
廃
止
へ
と
舵

が
切
ら
れ
た
。 

河
野
大
臣
は
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
を
新
し
く
作
っ
て
い
く
た
め

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
い
わ
ば
パ
ス
ポ
ー
ト
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
た
め
の
カ
ー
ド
の
普
及
、
利 

      

用
拡
大
、
こ
れ
を
強
力
に
推
進
」
と
ぶ
ち
上
げ
た
。 

カ
ー
ド
を
全
員
取
得
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
マ
イ
ナ
保

険
証
を
活
用
し
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
実
際
は
ど
う
だ
ろ
う
。

12
月
13
日
に
福
岡
厚
労
大
臣
が
記
者
会
見
で
、
同
月
２
日
か
ら

８
日
の
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
率
は
28
・
３
％
と
増
加
が
進
む

と
自
慢
げ
に
語
っ
た
が
、
今
年
１
月
21
日
に
は
「
12
月
利
用
率

が
25
・
42
％
、
前
月
比
約
７
ポ
イ
ン
ト
伸
び
た
」
と
厚
労
省
発

表
は
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
。
ま
あ
、
直
後
の
「
ご
祝
儀
相
場
」
み
た
い

な
も
の
を
強
調
す
る
会
見
だ
っ
た
が
、
落
ち
着
け
ば
大
幅
に
は
伸

び
て
い
な
い
。 

カ
ー
ド
自
体
の
保
有
数
は
、
１
月
末
時
点
で
約
９
６
９
５
万

枚
、
人
口
比
（
住
民
基
本
台
帳
人
口
約
１
億
２
４
８
８
万
人
）

77
・
６
％
。
マ
イ
ナ
保
険
証
登
録
は
12
月
末
時
点
で
約
８
０
６

６
万
枚
、
カ
ー
ド
保
有
数
比
83
・
７
％
だ
か
ら
、
カ
ー
ド
の
保

有
や
マ
イ
ナ
保
険
証
登
録
し
て
い
る
人
は
多
い
も
の
の
、
医
療
機

関
受
付
で
は
従
来
の
健
康
保
険
証
を
使
う
人
が
圧
倒
的
に
多
い
。
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旗
振
り
役
を
し
て
い
た
河
野
大
臣
は
ほ
ら
吹
き
政
治
家
だ
。 

 
マ
イ
ナ
保
険
証
で
な
く
資
格
確
認
書
で
受
診
で
き
る 

 
 

自
民
党
政
権
は
マ
イ
ナ
保
険
証
を
普
及
さ
せ
る
と
や
っ
き
だ

が
、
厚
労
省
は
じ
め
、
協
会
け
ん
ぽ
（
全
国
健
康
保
険
協
会
）
や

都
道
府
県
国
保
連
合
会
の
サ
イ
ト
で
は
、
「
従
来
の
健
康
保
険
証

は
12
月
２
日
に
廃
止
さ
れ
ま
す
が
、
現
在
お
持
ち
の
健
康
保
険

証
は
、
退
職
等
で
資
格
喪
失
に
な
ら
な
い
限
り
、
25
年
12
月
１

日
ま
で
使
用
で
き
ま
す
」
「
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
資
格
確
認
書
で
こ
れ
ま
で
ど
お
り
受
診
で
き
ま
す
」
と
、
書
か

れ
て
い
る
。 

公
的
医
療
保
険
制
度
は
、
「
被
用
者
保
険
」
「
国
民
健
康
保
険
」

「
後
期
高
齢
者
医
療
」
の
い
ず
れ
か
で
全
員
が
加
入
す
る
「
皆
保

険
制
度
」
で
、
そ
の
資
格
確
認
用
に
「
健
康
保
険
証
」
が
あ
る
。

全
員
を
対
象
に
し
た
保
険
制
度
と
任
意
の
カ
ー
ド
を
セ
ッ
ト
に
す

る
と
し
た
ら
、「
強
制
」
に
す
べ
き
で
は
な
い
。 

デ
ジ
タ
ル
庁
は
「
カ
ー
ド
を
取
得
し
て
い
な
い
方
や
、
ま
だ

カ
ー
ド
を
健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
す
る
登
録
を
し
て
い
な
い
方

に
は
、
カ
ー
ド
に
よ
ら
ず
保
険
資
格
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
（
勤
務
先
や
各
自
治
体
な
ど
）
か
ら
無

償
で
交
付
さ
れ
る
」
「
加
え
て
、
ご
自
身
で
の
マ
イ
ナ
保
険
証
の

利
用
が
困
難
な
方
（
高
齢
者
、
障
害
が
あ
る
方
な
ど
）
は
、
申
請

い
た
だ
く
こ
と
で
交
付
」
「
医
療
機
関
等
に
提
示
す
る
こ
と
で
、

自
己
負
担
割
合
（
三
割
負
担
等
）
に
て
こ
れ
ま
で
通
り
保
険
診
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
サ
イ
ト
に
記
載
し
て
い
る
。
資

格
確
認
書
は
無
償
で
、
現
行
保
険
証
の
有
効
期
限
内
に
順
次
交
付

さ
れ
る
。 

 

マ
イ
ナ
保
険
証
の
場
合
、
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
５
年
間

だ
が
、
未
更
新
の
ま
ま
だ
と
利
用
登
録
が
解
除
さ
れ
確
認
書
が
職

権
交
付
さ
れ
る
。
マ
イ
ナ
保
険
証
を
う
っ
か
り
登
録
し
て
し
ま
っ

た
と
か
、
今
か
ら
取
り
消
し
た
い
と
い
う
方
は
、
前
記
電
子
証
明

書
の
期
限
切
れ
を
待
つ
か
、
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
解
除
の

申
請
を
行
う
か
が
可
能
だ
。 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
そ
の
未
来
像 

 

カ
ー
ド
は
「
番
号
法
」
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
）
で
、
「
市
町

村
長
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
が
備
え

る
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
の
申

請
に
よ
り
交
付
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
法
律
制
定
時
に
任

意
と
さ
れ
た
の
か
。
推
測
だ
が
、
番
号
法
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に

は
、
少
し
で
も
抵
抗
さ
れ
る
要
素
を
除
外
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
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な
い
か
。 

と
こ
ろ
が
カ
ー
ド
ス
タ
ー
ト
段
階
で
一
転
、
「
デ
ジ
タ
ル
社
会

の
パ
ス
ポ
ー
ト
」
に
し
よ
う
と
自
民
党
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
言
い
出
し
た
。
２
０
１
５
年
５
月
、
政
府
「
高

度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
戦
略
本
部
（
Ｉ
Ｔ
総
合
戦

略
本
部
）
」
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
等
分
科
会
で
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

利
活
用
推
進
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
が
初
め
て
示
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は

健
康
保
険
証
と
し
て
利
用
、
運
転
免
許
証
と
の
一
体
化
、
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
で
税
申
告
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
民
間
開
放
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
・
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
な
ど
と
し
て
利

用
、
医
療
・
介
護
・
健
康
情
報
の
管
理
・
連
携
、
死
亡
ワ
ン
ス
ト

ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
、
そ
し
て
「
カ
ー
ド
も
ス
マ
ホ
も
持
た
ず
に
、
あ

ら
か
じ
め
本
人
確
認
の
上
、
登
録
し
た
生
体
情
報
で
代
用
が
可

能
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

し
か
し
、
カ
ー
ド
は
当
初
、
取
得
率
が
上
が
ら
ず
、
20
％
台

で
低
迷
し
て
い
た
。
そ
こ
に
多
額
の
経
費
を
か
け
た
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
事
業
を
打
ち
上
げ
て
、
総
額
が
約
２
兆
１
０
０
０
万
円
。
１

回
目
５
０
０
０
円
、
２
回
目
２
万
円
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
ば
ら

ま
き
、
カ
ー
ド
保
有
率
を
一
気
に
75
％
に
ま
で
押
し
上
げ
た
の

だ
。
そ
し
て
総
仕
上
げ
が
マ
イ
ナ
保
険
証
の
は
ず
だ
っ
た
。 

 

カ
ー
ド
は
全
員
義
務
化
が
焦
点
だ
。
義
務
化
法
案
を
言
い
出
し

て
い
る
ト
ン
で
も
野
党
も
い
る
。
時
の
政
府
が
ど
う
使
う
か
が
前

提
だ
が
、
国
家
発
行
の
身
分
証
に
な
れ
ば
、
管
理
・
監
視
社
会
の

可
能
性
が
危
惧
さ
れ
る
。 

 

自
民
党
政
調
が
発
案
し
、
厚
労
省
が
進
め
て
い
る
「
医
療
Ｄ
Ｘ

（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）
」
の
問
題
点
が
大

き
い
。
医
療
Ｄ
Ｘ
と
は
「
保
健
・
医
療
・
介
護
の
各
段
階
（
疾
病

の
発
症
予
防
、
受
診
、
診
察
・
治
療
・
薬
剤
処
方
、
診
断
書
等
の

作
成
、
診
療
報
酬
の
請
求
、
医
療
介
護
の
連
携
に
よ
る
ケ
ア
、
地

域
医
療
連
携
、
研
究
開
発
な
ど
）
に
お
い
て
発
生
す
る
情
報
や
デ

ー
タ
を
、
全
体
最
適
化
さ
れ
た
基
盤
を
通
し
て
、
保
健
・
医
療
や

介
護
関
係
者
の
業
務
や
シ
ス
テ
ム
、
デ
ー
タ
保
存
の
外
部
化
・
共

通
化
・
標
準
化
を
図
り
、
国
民
自
身
の
予
防
を
促
進
し
、
よ
り
良

質
な
医
療
や
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
や
生
活
の
形
を

変
え
る
こ
と
と
定
義
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は

電
子
カ
ル
テ
や
マ
イ
ナ
保
険
証
が
必
須
に
な
る
。
そ
こ
が
真
の
狙

い
だ
。 

  

何
が
問
題
か 

 
カ
ー
ド
で
な
く
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
「
預

貯
金
口
座
情
報
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
と
も
に
登
録
し
て
お
く
こ
と

で
、
緊
急
時
の
給
付
金
、
年
金
、
児
童
手
当
、
所
得
税
の
還
付
金

等
、
幅
広
く
支
給
事
務
に
利
用
、
申
請
書
へ
の
口
座
情
報
の
記
載 

資格確認書（マイナ保険証を使わない受診方

法） 

当分の間、マイナ保険証を保有していない方す

べてに、現行の健康保険証の有効期限内に「資格

確認書」が無償で申請によらず交付。 

＜申請によらず交付する方＞ 

・マイナンバーカードを取得していない方 

・マイナンバーカードを取得しているが、健康保

険証利用登録を行っていない方 

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登

録解除者 

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切

れの方 

・2024 年 12 月２日以降に新たに後期高齢者医療

制度に加入された方や、転居等により有効な後

期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方（25

年７月末までの暫定措置） 
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や
通
帳
の
写
し
の
添
付
等
が
不
要
に
な
る
」
と
し
て
す
で
に
約
６

３
５
０
万
人
が
「
公
金
受
取
口
座
」
登
録
を
済
ま
せ
て
い
る
。 

 

金
融
機
関
で
の
口
座
開
設
時
に
は
任
意
で
は
あ
る
が
ナ
ン
バ
ー

提
示
を
求
め
ら
れ
、
投
資
信
託
、
外
国
送
金
、
財
形
・
証
券
・
Ｎ

Ｉ
Ｓ
Ａ
な
ど
で
は
義
務
に
な
っ
て
い
る
。 

 

ナ
ン
バ
ー
は
す
で
に
公
共
機
関
で
は
業
務
に
不
可
欠
と
な
っ
て

い
る
が
、
前
記
し
た
民
間
利
用
に
は
歯
止
め
を
か
け
る
べ
き
だ
。 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
膨
大
な
利
権
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は

余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
２
０
１
４
年
前
後
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
の
基
本
シ
ス
テ
ム
を
受
注
し
た
の
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
ズ
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
、
富
士
通
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
、
日
立
な
ど
の
５

社
連
合
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
、
マ
イ
ナ
保
険

証
な
ど
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
事
業
を
前
記
基
幹
企
業
に
加
え
大
手

広
告
代
理
店
、
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
チ
ャ
ー
な
ど
が
受
注
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
ら
の
企
業
か
ら
自
民
党
に
多
額
の
政
治
献
金
が
さ
れ
、
一

方
で
は
官
僚
の
天
下
り
の
受
け
皿
に
な
っ
て
い
る
。
政
財
界
癒
着

と
政
官
の
闇
こ
そ
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
実
態
だ
。
加
え
て
、

カ
ー
ド
の
全
員
取
得
、
義
務
化
が
加
わ
れ
ば
、
管
理
・
監
視
国
家

に
も
な
る
。
狭
い
意
味
で
の
ナ
ン
バ
ー
制
度
反
対
で
な
く
、
自
民

党
政
治
や
官
僚
政
治
と
正
面
か
ら
闘
う
課
題
と
捉
え
て
ほ
し
い
。 

 

な
お
、
立
憲
民
主
党
が
１
月
28
日
、「
マ
イ
ナ
保
険
証
利
用
率

は
25
％
と
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
国
民
に
不
安
が
生
じ

る
懸
念
が
あ
る
」
な
ど
と
し
て
、
従
来
の
健
康
保
険
証
発
行
を
復

活
さ
せ
る
た
め
の
法
案
を
単
独
で
提
出
し
た
。
い
っ
た
ん
健
康
保

険
証
発
行
を
復
活
さ
せ
、
マ
イ
ナ
保
険
証
と
併
用
、
安
全
で
確
実

に
利
用
で
き
る
た
め
の
環
境
整
備
や
、
国
民
の
利
用
状
況
な
ど
を

勘
案
し
て
、
改
め
て
健
康
保
険
証
を
廃
止
す
る
時
期
を
定
め
る
と

し
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
し
ら
い
し 

た
か
し
） 

資格確認書（マイナ保険証を使わない受診方法） 

当分の間、マイナ保険証を保有していない方すべてに、

現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で

申請によらず交付。 

＜申請によらず交付する方＞ 

・マイナンバーカードを取得していない方 

・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用

登録を行っていない方 

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、登録解除者 

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方 

・２０２４年１２月２日以降に新たに後期高齢者医療制度

に加入された方や、転居等により有効な後期高齢者医療

被保険者証をお持ちでない方（２０２５年７月末までの

暫定措置） 

 

 

 

 

 

 

 


